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ⅩⅢ－1 

水道事業の概要 
 

 本市上水道は、昭和３年７月、入港船舶へ給水する｢四日市給水株式会社｣の施設を買収し、給水を開

始した。以後、同施設の改良・拡張・富洲原町合併による富洲原上水道の継承、震災・空襲による損壊

とその復旧工事、昭和 24 年からの第 1 期拡張事業、昭和 35 年からの第 2 期拡張事業、昭和 44 年から

の第 3期拡張事業を経て、平成元年から第 4期拡張事業を実施してきた。今日までの拡張事業のなかで、

市勢の伸展に併せた給水区域の拡大と未給水区域の解消を推進し、一方、郊外地に建設してきた簡易水

道も順次、上水道に統合して経営の一体化を図った結果、昭和 62 年４月には本市全域が上水道区域と

なった。また、水需要の伸びにともなう新規水源確保や施設の拡充、さらに配水管網の整備拡充、経年

管布設替えによる赤水・漏水防止対策など、お客様サービスの向上と安定給水に努めてきた｡拡張事業

は普及率 99.9％を達成し、平成 11年度をもって一応の完了をみた。 

平成 12 年度からは第 1 期水道施設整備計画により、高普及時代に即応した施設設備として配水管網

整備、経年施設の更新を進め給水の安定化を図ってきた。 

 平成 22 年度からは、更なる安心・安全な水の安定供給を目指し、第 1 期水道施設整備計画で進めて

きた経年施設の更新と基幹施設の耐震化の事業を継承すると共に、水質悪化が懸念される朝明水源地に

新たな浄水処理方法の導入など、四日市市水道ビジョンの方針に沿って第 2期水道施設整備計画を推進

してきた。 

この整備計画が平成 30年度に終結するなか、本市は、これまで整備した水道施設の老朽化が進行し、

更新費用が増大するとともに、少子化による人口の減少時代の到来や東日本大震災の経験を踏まえた災

害への対応により、これまで経験したことのない厳しい経営環境を迎える。このような状況のなか、前

ビジョンの方針を継承した「四日市市水道ビジョン 2019」を策定し、令和元年度を初年度とする第 3期

水道施設整備計画の推進を図る。 

 

● 事業の推移 

 

区     分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

行 政 区 域 内 戸 数 （ 戸 ） 

   〃  人 口 （ 人 ） 

普   及   率 （ ％ ） 

給  水  戸  数 （ 戸 ） 

 〃   人  口 （ 人 ） 

配   水   量（千ｍ 3 ） 

有  収  水  量（千ｍ 3 ） 

1 日最大配水量（千ｍ 3 ） 

1 日平均配水量（千ｍ 3 ） 

導 ・ 送 配 水 管 延 長 （ ㎞ ） 

142,974 

309,338 

99.9 

156,038 

309,306 

39,264 

35,520 

115 

108 

2,146 

144,557 

308,752 

99.9 

156,860 

308,719 

38,367 

35,145 

158 

105 

2,153 

144,879 

306,634 

99,9 

157,382 

306,597 

38,239 

34,297 

113 

104 

2,156 

146,455 

305,599 

99.9 

159,079 

305,562 

38,311 

34,130 

115 

105 

2,161 
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● 普及率の推移 

項    目 
S．35年度 

（1960年） 

S．45年度 

（1970年） 

S．55年度 

（1980年） 

R．6年度 

（2024年） 

普及率 

給水人口      

行政給水区域人口 

 
68.5 88.9 95.4 99.9 

給水人口      

計画給水区域人口 

 
78.7 92.5 96.8 97.9 

 

●  水源地 

水源地 竣  工  取水能力（ｍ3/日）     配水量（ｍ3/年） 

三  滝 昭３７．３．３０ 17,040    5,360,444 

内  部 昭３８．３．３０ 14,640   4,892,205 

朝  明 昭４３．３．３０ 13,680   7,218,762 

三滝西 昭４５．３．３０ 18,760   11,050,438 

小  牧 昭４８．３．３１ 7,440   8,699,147 

員  弁 昭４８．３．３１ 19,800   （小牧に含む） 

楠 平１７．２．７（合併） 0   1,090,260 

合計   91,360   38,311,256 

                       

● 配水量内訳 

区 分   数 量（ｍ3） 構成比（%） 

 自己水（市内） 17,500,903     46   

自己水（東員町） 5,361,938   14   

  小計 22,862,841   60 

受水（木曽川用水系） 5,125,192   13   

   〃（三重用水系） 9,921,730   26 
  

   〃（長良川水系） 401,493   1 

小計 15,448,415   40   
  

合計 38,311,256   100    
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● 水道料金 

 

令和元年 10月から消費税及び地方消費税の税率が 10%に改定されたことにともない、水道料金も改定

した。 

 

 

(令和元年 10月から改定）                          1ヶ月につき 

 

 
料金 基本 従 量 料 金  

（ １ ｍ3 に つ き ） 
用途 水量 料金 

一 

般 

用 

口径 

１３㎜ 
５ｍ3 946.00円 

６～ 

１０㎥ 

１１～ 

２０㎥ 

２１～ 

３０㎥ 

３１～ 

５０㎥ 

５１～ 

100㎥ 

１０１ 

ｍ3 

 〃 

２０㎜ 
５ｍ3 1,496.00円 

まで まで まで まで まで 以上 

 〃 

２５㎜ 
５ｍ3 1,925.00円 

22.00 

円 

135.30

円 

167.20

円 

232.10

円 

295.90

円 

361.90 

円 

 〃 

４０㎜ 
－ 5,049.00円   １～５０ｍ3   

５１～ 

100ｍ3 

１０１ 

ｍ3 

 〃 

５０㎜ 
－ 10,098.00円   

まで  まで 以上 

 〃 

７５㎜ 
－ 23,760.00円 

281.60円 

    

 〃 

１００㎜ 
－ 44,880.00円 

326.70

円 

361.90

円 

 〃 

１５０㎜ 
－ 110,990.00円     

公衆浴場用 200ｍ3 11,550.00円 
201ｍ3～400ｍ3まで 

37.40円 

401ｍ3以上   

74.80円 

臨 時 用 ５ｍ3 3,685.00円 ６ｍ3以上    721.60円 

船 舶 用 － 33,550.00円 １ｍ3以上    295.90円 

  

                                                                    令和 7年 3月 31日現在 
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● 用途別有収水量 

用   途 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

有 収 水 量    

(千㎥) 

構 成 比   

(%) 

有 収 水 量  

(千㎥) 

構 成 比   

(%) 

有 収 水 量  

(千㎥) 

構 成 比   

(%) 

一般用 

口 径 

25㎜以下 
30,005 85.37 29,278 85.74 29,078 85.20 

〃 

40㎜以上 
5,078 14.45 4,960 14.10 4,994 14.63 

公 衆 浴 場 用 24 0.07     16 0.04   14 0.04 

臨  時  用 1  0.00      1 0.00       1 0.00 

船  舶  用 37 0.11     42 0.12   44 0.13 

合    計 35,145 100.00  34,297 100.00 34,131 100.00 

 

● 用途別給水収益 

用   途 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

給 水 収 益 

 （千円） 

構 成 比  

(%) 

給 水 収 益  

 （千円） 

構 成 比  

(%) 

給 水 収 益  

 （千円） 

構 成 比  

(%) 

一般

用 

口 径 

25㎜以下 
5,186,860 72.90 5,077,319 72.84 5,058,281 72.50 

〃 

40㎜以上 
1,909,021 26.83 1,872,551 26.87 1,897,913 27.20 

公 衆 浴 場 用 1,258 0.02 898 0.01 793 0.01 

臨 時 用 528 0.01 754 0.01 549 0.01 

船 舶 用 17,359 0.24 18,757 0.27 19,578 0.28 

合 計 7,115,026 100.00 6,970,279 100.00 6,977,114 100.00 
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● 収益的収支 

区   分 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

金 額 

（千円） 

構成比   

(%) 

金 額 

（千円） 

構成比   

(%) 

金額 

（千円） 

構成比 

(%) 

収 

益 

営 業 収 益 6,938,998 92.83 6,783,546 92.28 6,660,060 92.28 

営 業 外 収 益 536,181 7.17 567,071 7.72 556,386 7.71 

特 別 利 益 6 0.00 72 0.00 1,058 0.01 

合 計 7,475,185 100.00 7,350,689 100.00 7,217,504 100.00 

費 

用 

営 業 費 用 6,533,663 96.12 6,612,674 96.19 6,366,484 96.75 

営 業 外 費 用 260,287 3.83 245,046 3.57 212,263 3.23 

特 別 損 失 3,427 0.05 16,771 0.24 1,678 0.02 

合 計 6,797,377 100.00 6,876,491 100.00 6,580,425 100.00 

当年度純利益 677,808  476,198  637,079  

（消費税及び地方消費税を除く） 

 

● 事業費用内訳                                 （単位：千円） 

年度 合 計 人件費 支払利息 減価償却費 動 力 費 受水費 
工事費・ 

材料費ほか 

４ 6,797,377   769,265 191,757 1,803,400 281,798 1,813,019 1,938,138 

５ 6,874,491 823,880 176,997 1,855,782 224,350 1,837,710 1,955,772 

６ 6,580,425 753,791 164,529 1,881,275 234,998 1,822,438 1,723,394 

※各年度とも決算額 

 

● 経営分析  
項    目 令和４年度 令和５年度 令和６年度   

負荷率          （％） 

施設利用率        （％） 

最大稼働率        （％） 

供給単価    （1ｍ3当たり円） 

給水原価    （1ｍ3当たり円） 

有 収 率        （％） 

66.60 

65.49 

98.33 

184.04 

179.30 

91.60 

92.16 

65.36 

70.92 

184.76 

185.50 

89.69 

91.08 

66.03 

72.49 

185.85 

181.09 

89.09 
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水道施設整備計画 
 

 上水道は市民生活を支える重要なライフラインであり、水の需要に対して、常に安定的に安全な水の

供給に努めなければならない。水需要に対処するための新規水源開発は、従来のような行政区域内の河

川周辺の地下水開発は限界に達していることから市境・県境を超えた広域的な見地から恒久的な水源開

発を目指す必要がある｡ 

 本市水道水源は地下水を原水とする自己水源と併せて、木曽川用水系と三重用水系広域水道用水の受

水で賄っている。自己水源が都市化の進展や経年化に伴い、取水能力の低下が見受けられることに併せ、

水源開発には、長期間を要することから、第一期水道施設整備計画のなかで、灌漑用井戸を用途転用す

る平尾取水場を完成させるとともに、楠町との合併に伴い長良川系広域水道用水の受水を開始した。 

平成 22 年度からの第 2 期水道施設整備計画では、これまで進めてきた経年施設の更新と、基幹施設

の耐震化を継承するとともに、新たな課題として水質悪化が懸念される朝明水源地への高度浄水処理設

備の導入、危機管理対策では、渇水や災害などに強い管路システムへの再構築を目指した配水区域のブ

ロック化検討、安心・快適な水供給の観点から、水質管理面で水安全計画の策定や連続水質監視システ

ムの導入を図った。 

令和元年度からの第 3 期水道施設整備計画では、これまで進めてきた基幹施設の耐震化、経年管路・施

設の更新、水源の確保、配水管網の整備を継承する。 

 

● 事業の推移 

区 分 事   業   内   容 

創 設 
昭和３年四日市市上水道が認可され､ 昭和 16年富洲原町 

上水道､ 昭和 24年山の手地区軍用水道を併合 

第 1 期 拡 張 事 業 
昭和 24年５月認可｡ その後変更が行われ､計画給水人口 104,000人、

１日最大給水量 26,000ｍ3､ 事業費 2億 7,100万円 

第 2 期 拡 張 事 業 

昭和 35年 １月認可｡その後３次にわたる変更が行われ､ 

計画給水人口 241,500人、１日最大給水量 99,000ｍ3、  

事業費  22億 5,211万円 

第 3 期 拡 張 事 業 

昭和 44年３月認可｡ その後６次にわたる変更が行われ､  

計画給水人口 275,700人､ １日最大給水量 162,700ｍ3､  

事業費 164億 3,950万円 

第 4 期 拡 張 事 業 

平成元年２月認可｡ 平成６年度から１次変更事業に移行｡  

計画給水人口 305,000人､  １日最大給水量 191,900ｍ3､  

事業費 219億 3,000万円 

第 1 期水道施設整備計画 

平成 11年８月認可｡平成 17年２月から合併届出により変更。 

計画給水人口 322,000人、１日最大給水量 191,800ｍ3､ 

事業費 110億円 

第 2 期水道施設整備計画 

平成 22年 3月認可｡ 

計画給水人口 312,600人、１日最大給水量 150,500ｍ3､ 

事業費 154億円 

第 3 期水道施設整備計画 

令和 4年 1月 19日認可（浄水方法の変更等）。 

計画給水人口 312,000人、１日最大給水量 124,000ｍ3､ 

事業費 317億円 
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 ● 事業認可の概要 

 

内     容 浄水方法の変更 

取水地点の変更 

認 可 年 月 日 令和 4年 1月 19日 

着 工 年 月 日 令和 4年 4月 1日 

竣 工 年 月 日 令和 9年 3月 31日 

計 画 給 水 人 口 （ 人 ） 312,000  

1 人 1 日 最 大 給 水 量 （ ㍑ ） 397  

1 人 1 日 平 均 給 水 量 （ ㍑ ） 343  

1 日 最 大 給 水 量（ｍ3／日） 124,000  

1 日 平 均 給 水 量（ｍ3／日） 107,000  

事 業 費 （ 千 円 ） 3,166,500  

目 標 年 度 令和 12年度  

水源別 

 

施設能力 

 

（ｍ3／日） 

三 滝 水 源 17,040  

内 部 水 源 14,640  

朝 明 水 源 13,680  

三 滝 西 水 源 18,760  

員 弁 水 源 19,800  

小 牧 水 源 7,440  

 

 

北 中 勢 

水道用水受水 

（木曽川用水系）  

36,200  

（三重用水系）  

41,800  

（長良川河口堰系）  

2,200  

合   計 171,560  

配  水  池  容  量（ｍ3） 112,335  
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下水道事業の概要 
 

 本市の下水道は、市街地の多くが低平地であるという地形的な特質から、当初は雨水排除を主目的に

したものであったが、その後、急激な都市化、生活の近代化に伴う公共用水域の水質保全等生活環境改

善として、汚水対策についても市の基本計画に基づき、整備、拡張を進めている。 

 

公共下水道 
 

 本市の下水道は、昭和29年に単独公共下水道として市の中心部である納屋、阿瀬知の一部を排水区と

する第１期事業に着手。昭和40年７月には日永浄化センターが稼働し、市街地の一部で水洗化が可能と

なった。 

 これと前後して、公社、公団関係の団地をはじめ、市中心部に連たんする地域を事業計画区域に繰り

入れ、整備区域の拡大を図ってきている。 

 また、県が事業主体となって整備を行う北勢沿岸流域下水道北部処理区の関連公共下水道についても、

昭和52年度から事業に着手し、昭和63年１月より一部供用を開始し、南部処理区の関連公共下水道も平

成元年度から着手し、平成8年4月より一部供用を開始、事業を進めている。一方、中心市街地の浸水が

著しいことから平成3年度より再整備事業に着手し、平成5年7月から諏訪公園雨水調整池が、平成22年5

月から中央通り貯留管が稼働している。令和4年6月には、浜田通り貯留管が共用開始した。 

 平成17年度からは企業会計方式の全部適用や上下水道局への組織統合、さらに平成19年度からは、生

活排水対策事業部門を上下水道局へ集約するなど、経済的で効率的な整備への見直しや下水道財政の健

全化を図りながら、より一層の下水道の普及と生活環境の向上を目指し、事業を推進している。 

 未普及対策と並行し、平成20年度に地震対策計画、平成25年度に長寿命化計画を策定し、施設の再構

築にも着手し、平成28年度に日永浄化センターの第４系統を一部供用開始したことに伴い、第１系統を

廃止した。また、納屋滞水池などの合流改善事業は平成25年度末に完了した。 

 令和3年度には、農業集落排水処理施設の県地区を公共下水道に接続切替した。 

● 事業の推移 

年 度 処理面積 処理可能人口 普及率 年 度 処理面積 処理可能人口 普及率 

平成 14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3,210(ha) 

3,454 

3,684 

3,745 

3,865 

4,013 

4,103 

4,173 

4,205 

4,242 

4,323 

4,389 

4,428 

4,504 

4,573 

4,650 

4,713 

166,271(人) 

178,922 

191,966 

195,464 

204,054 

212,390 

216,149 

219,254 

221,566 

222,876 

225,956 

228,405 

231,024 

235,176 

236,929 

241,704 

244,210 

56.0(%) 

60.2 

62.0 

62.9 

65.4 

67.7 

68.8 

69.9 

70.5 

71.1 

72.2 

73.1 

74.0 

75.3 

76.0 

77.5 

78.4 

令和３ 

令和４ 

令和５ 

令和６ 

4,835(ha) 

4,902(ha) 

4,951(ha) 

4,997(ha) 

249,091(人) 

251,666(人) 

252,479(人) 

252,655(人) 

80.5(%) 

81.5(%) 

82.3(%) 

82.7(%) 

令和元 

２ 

4,775 

4,783 

246,083 

248,436 

79.0 

80.0 



                                                             

        

ⅩⅢ‐ 9 

● 収益的収支                                        

  区   分 

令和４年度 令和５年度  令和６年度  

金 額  

（千円） 

構成比 

(%) 

金 額  

（千円） 

構成比 

(%) 

金 額  

（千円） 

構成比   

(%) 

収 

益 

営 業 収 益 9,617,981 62.34 9,659,001 63.20 9,684,834 63.69 

営業外収益 5,804,930 37.63 5,625,011 36.80 5,521,725 36.31 

特 別 利 益 4,840 0.03 113 0.00 142 0.00 

合 計 15,427,751 100.00 15,284,125 100.00 15,206,701 100.00 

費 

用 

営 業 費 用 12,813,270 89.84 12,857,031 90.80 12,877,072 90.64 

営業外費用 1,444,171 10.13 1,292,209 9.13 1,328,986 9.36 

特 別 損 失 4,566 0.03 9,673 0.07 965 0.00 

合 計 14,262,007 100.00 14,158,913 100.00 14,207,023 100.00 

当年度        
純利益 1,165,744  1,125,212  999,678  

純損失 ―  ―  ―   

（消費税及び地方消費税を除く） 

 

● 事業費用内訳                               （単位：千円） 

年

度 
合 計 人件費 支払利息 減価償却費 委託料 工事請負費 負担金 その他 

４ 14,262,007 496,430 1,041,597 8,667,269 1,274,298 116,639 1,058,738 1,607,036 

５ 14,158,913 488,204 968,499 8,793,527 1,406,768 93,490 1,054,220 1,354,205 

６ 14,207,023 472,514 910,998 8,727,300 1,393,905 111,933 1,103,691 1,486,682 

 

● 経営分析 

項    目 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

固定資産構成比率    （％） 96.77 96.50 96.69 

固定負債構成比率    （％） 29.79 29.47 29.49 

固定比率        （％） 146.28 145.21 144.40 

使用料単価   （1ｍ3当たり円） 187.27 187.37 187.40 

処理原価    （1ｍ3当たり円） 220.97 225.69 219.87 
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ⅩⅢ‐ 11 

● 公共下水道処理区 (事業計画区域)                               

処理区名 排水区・地区 計画面積（ha） 計画人口（人） 終末処理施設 

 日永処理区  橋  北  排水区 

        納  屋   〃 

        阿 瀬 知   〃 

        常  磐   〃 

          合流式  小計 

        午  起  地 区 

        常  磐   〃 

        千  歳   〃 

        大井の川   〃 

        南部第１   〃 

        南部第２   〃 

        笹川第１   〃 

        笹川第２   〃 

        笹川第３   〃 

        笹川第４   〃 

        笹川第５   〃 

        川島第１   〃 

        川島第２   〃 

桜     〃 

高 花 平   〃  

     （特定環境保全公共下水道） 

        桜  西    〃 

        鈴鹿山麓研究学園都市 〃 

          

          分流式 小計 

   単独公共下水道・計  

 

  111.10 

  143.30 

  182.10 

  170.00 

  606.50 

   60.00 

  119.64 

   60.60 

   34.00 

  158.10 

   71.10 

  231.00 

  204.30 

  172.60 

  477.20 

  170.50 

  363.40 

  244.80 

  199.80 

  69.70 

 

   76.30 

   51.80 

 

2,764.84 

3,371.34 

   4,877 

   6,606 

  13,020 

   6,426 

  30,929 

   1,560 

   3,070 

    164 

    418 

  2,814 

  1,180 

  3,927 

  11,277 

  7,991 

  13,919 

 10,953 

 23,185 

 12,401 

  11,862 

   3,395 

 

  1,427 

      0 

 

 109,543 

 140,472 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日永浄化センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

                               

ⅩⅢ‐ 12 

処理区名 排水区・地区 計画面積（ha） 計画人口（人） 終末処理施設 

広  永 処理分区 

伊 坂 台   〃 

朝 明 西   〃 

山  城   〃 

あかつき   〃 

朝 明 南   〃 

天ヵ須賀   〃 

富  田   〃 

茂  福   〃 

羽  津   〃 

三 ッ 谷   〃 

阿 倉 川   〃 

野  田   〃 

三  重   〃 

江 田 川   〃 

 県     〃 

流域（北部処理区）関連公共下水道 計 

80.88 

42.17  

23.75 

41.36  

87.39  

139.42  

72.96  

567.74  

228.72  

330.90  

121.15  

243.07  

27.74  

493.56  

0.93 

13.52 

1.85 

2,517.11 

2,049 

2,455 

1,516 

1,375 

3,884 

5,026 

4,352 

28,616 

8,060 

13,964 

5,554 

14,408 

1,462 

18,051 

18 

391 

0 

111,181 

北勢沿岸流域下水道 

北部浄化センター 

磯  津 処理分区 

河原田東  〃 

河原田西  〃 

楠東部南   〃 

楠 南 部   〃 

楠 中 部   〃 

楠 西 部   〃 

楠東部北   〃 

流域（南部処理区）関連公共下水道 計 

32.10 

111.15 

151.50 

54.50 

76.44 

66.24 

64.40 

3.40 

559.73 

1,173 

602 

6,498 

1,107 

3,974 

2,414 

3,264 

245 

19,277 

北勢沿岸流域下水道 

南部浄化センター 

合       計 6,448.18 270,930  

※流域関連公共下水道の計画人口は、流域下水道計画と整合を図り、水洗化を考慮した人口



                                                          

        

 

 

● 受益者負担制度 

   昭和39年度から建設省令により賦課徴収を行ってきたが、昭和48年4月から条例に移行し賦課徴

収を行っている。  

・負担金の額   単位負担金額を当該受益者が所有し、または地上権等を有する土地の面積を乗じて

得た額。 

・単位負担金額 日永処理区………1㎡当り 96円・108円・130円・150円・170円・360円 

流域北部処理区…1㎡当り108円・130円・150円・170円 

流域南部処理区…1㎡当り150円・170円・500円 

受益者負担金調定額 

年 度   調 定 額 （円） 

令和４ 

令和５ 

令和６ 

47,587,990 

54,490,880 

31,022,810 

 

 

● 下水道使用料 

  下水道の整備された区域では、四日市市公共下水道条例に基づき下水道使用料を徴収している。こ

のうち、水道汚水については、給水量を汚水排水量として計算し、水道料金と同時に徴収、また地下

水等の排水は、ポンプ能力・使用状況等の届出に基づいて排水量を認定して徴収する。 
  令和元年 10月から消費税及び地方消費税の税率が 10%に改定されたことにともない、下水道使用料

も改定した。 

  

(令和元年10月から改定）                         （1ヶ月につき）                    

汚水の種類 下水道使用料 

一 般 汚 水 

基本使用量  5ｍ3まで 715.00円 

超過使用量 

1ｍ3につき 

6ｍ3 ～   30ｍ3 1ｍ3につき  187.00円 

31ｍ3 ～  100ｍ3 1ｍ3につき  275.00円 

101ｍ3 ～  500ｍ3 1ｍ3につき  374.00円 

501ｍ3 ～ 1ｍ3につき  418.00円 

公衆浴場の汚水                      1ｍ3につき    16.50円 

その他の汚水 
工事用 1ｍ3につき   418.00円 

その他 1ｍ3につき   187.00円 

                                                                       令和7年3月31日現在 

 

● 下水道使用料調定額 

年 度    調 定 額 （円） 

令和４ 

令和５ 

令和６ 

5,234,974,194 

5,207,648,896 

5,226,094,119 
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● 水洗便所普及状況 

年 度 
処理区域内 水  洗  化 水洗化率 1年後水洗化率 

戸 数 人口（Ａ） 戸 数 人口（Ｂ） Ｂ／Ａ Ｂ(次年度)／Ａ 

令和４ 

令和５

令和６ 

118,991戸 

120,097 

121,462 

251,666人 

252,479 

252,655 

111,801戸 

113,234 

114,711 

236,182人 

237,920 

238,194 

93.8 

94.2 

94.3% 

94.5% 

94.3 

－ 

 

※ 平成7年度から水洗化率の計算方法は水洗化人口／処理区域内人口とする。 

※ 地域住民が水洗化をするのは下水道整備後であるため、実水洗化率は供用1年後水洗化率で表す。 

※ 1年後水洗化率の計算方法は当該年度水洗化人口／前年度処理区域内人口とする。 

 

● 水洗便所融資あっせん利子助成制度(平成 4 年度より) 

年  度 
融資あっせん額 利 子 助 成 

 件 数（件）  金 額（円）  件 数（件）  金 額（円） 

令和４ 

令和５ 

令和６ 

0 

5 

1 

    0 

1,980,000 

190,000 

6 

7 

10 

12,410 

10,087 

22,058 

 

※ 排水設備の設置とくみ取り便所の水洗化を促進するため、宅内排水設備工事の融資を金融機関に斡

旋するとともに、その利息に相当する金額を市が負担する制度である。 

※ 対象はくみ取り便所又は浄化槽の改造で、申請1件につき100万円（1万円単位）以内である。 

※ 融資銀行より貸付の翌日から60ヶ月の元利均等での返済となる。 

※ 新築・増築・事業用・アパート等については対象にならない。 

   

融資斡旋 申請条件  

   市からの条件 ①市税等が完納していること 

          ②市内に住所を有する個人であること 

          ③公共下水道の共用開始から3年以内であること 

   金融機関からの条件 

          ①申込時年齢が20歳以上70歳以下であること。70歳を超える場合は、70歳以下の

連帯保証人若しくは連帯債務者が1人いること 

          ②安定した収入があること（所得証明必要） 

          ③家屋の保存登記があり、本人又は3親等以内の親族（市内に住所を有する者に

限る）であること 

           

  利子助成  年2回（8月・2月）金融機関を通じて申請人の口座へ振り込む。 
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● 私有地内共同排水管設置費補助制度(平成16年度より) 

 

 

 

 

 

 

※ 私道に隣接する関係者が共同排水管を設置する場合に、補助金を交付する制度。 

※ 事業用・アパート等については対象にならない。 

  補助条件 ①囲繞地の居住者２戸以上 

       ②私道隣接家２戸以上が水洗化すること 

       ③同意関係 

・ 私道敷き所有者の同意 

・ 水洗化する沿線土地所有者及び家屋の所有者の同意 

・ 私道敷きの所有者が故人であっても、相続（未登記）によって実質に管理してい

る者の同意で採択 

・ 私道敷きの所有者が倒産、解散した開発業者の場合、上記同意者が紛争の対応を

することを誓約することで採択 

・ 私道が確認できない土地でも上記同意があれば採択 
 

● 共同住宅排水管設置費補助制度（平成18年度より） 

 

 

 

 

 

 

 

※ 共同住宅は排水量が多く、周囲の環境に及ぼす影響が大きいことから、直結する排水設備及び水洗

便所の普及促進を図るため、補助金を交付する制度である。 

  補助条件 ①2世帯以上が入居している共同住宅であること 

       ②建物所有者と土地所有者が異なる場合は、土地所有者が同意していること 

       ③受益者負担金、下水道使用料が完納していること 

       ④公共下水道の共用開始から3年以内であること（平成30年度のみ3年以上も対象） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 度 件 数 補 助 金 額 (円) 

令和４ 2        1,223,000 

令和５ 0               0 

令和６ 0               0 

年 度 件 数 補 助 金 額 (円) 

令和４ 11   1,713,000 

令和５ 10   3,069,000 

令和６ 10   2,207,000 
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●水洗化工事積立奨励金制度（平成23年度より） 

 

 

 

 

 

 

※ 事前に金融機関等で専用口座を開設して１年以上積み立てていただき、この積立金を使って水洗化

工事をした場合に奨励金が受けられる制度。 

 

● 生活保護世帯下水道接続工事費補助制度 

 

 

 

 

 

 

※  生活保護世帯へ工事費用500,000円を上限として補助する制度。 

 補助対象建築物の所有者であること。 

 

● 非課税世帯接続促進補助制度（平成30年度より） 

 

 

 

 

 

 

※ 市民税非課税世帯へ工事費用の1/2（上限額まで）を補助する制度 

        公共下水道の共用開始から3年以内であること（平成30年度のみ3年以上も対象） 
  

年 度 申込み件数 支払い件数 支払い金額(円) 

令和４ 10 13 257,800 

令和５ 16 23 373,300 

令和６ 17  8 192,900 

年 度 件 数 補助金額(円) 

令和４ 0    0 

令和５ 0       0 

令和６  1 429,000 

年 度 件 数 補 助 金 額 (円) 

令和４ 25   3,864,000 

令和５ 24  3,937,000 

令和６ 16 2,869,000 

ⅩⅢ - 16 



                                                          

        

ⅩⅢ‐17 

北勢沿岸流域下水道事業計画  
(事業主体……三重県) 

● 計画の概要 

  昭和51年度の三重県において四日市・鈴鹿水域流域別下水道整備総合計画が策定され、亀山市及び

鈴鹿市以北の10市町を北勢沿岸流域下水道（北部処理区）と、同（南部処理区）に区分し、水質環境

基準を達成、維持するために必要な下水道の整備をする計画である。 

区   分 北 部 処 理 区 南 部 処 理 区 

区 域 
四日市市の三滝川、海蔵川分派以

北の区域 

四日市市の内部川以南 

関 係 市 町 

四日市市北部地域、桑名市、いな

べ市、川越町、朝日町、菰野町、

東員町、 

四日市市の南部地域、鈴鹿市、亀山

市 

計 画 面 積 11,654.90ha 5,997.63ha 

計 画 人 口 350,387人 201,053人 

計 画 汚 水 量 182,700ｍ3／日（日最大） 102,024ｍ3／日（日最大） 

浄 化 セ ン タ ー 面 積 北部浄化センター約37.7ha 南部浄化センター約19.7ha 

幹 線 管 渠 延 長 97.7㎞ 39.4㎞ 

事 業 年 度 昭和51～令和22年度 昭和62～令和22年度 
 

● 北部処理区事業計画 

 

● 南部処理区事業計画    

関 係 市 町 桑名市、四日市市、いなべ市、川越町、朝日町、東員町、菰野町の各一部 

計 画 面 積 10,206.97ha   うち四日市市2,517.11ha 

計 画 人 口 343,214人  うち四日市市111,181人 

計 画 汚 水 量 176,200ｍ3／日（日最大）うち四日市市56,130ｍ3／日 

幹 線 管 渠 延 長 97,680ｍ  うち四日市幹線23,320ｍ、朝日幹線12,660ｍ 

事 業 費 約2,461億円 

事 業 年 度 昭和51年度～令和9年度 

関 係 市 町 四日市市、鈴鹿市、亀山市の各一部 

計 画 面 積 4,681.19ha   うち四日市市559.73ha 

計 画 人 口 166,070人  うち四日市市19,277人 

計 画 汚 水 量 90,906ｍ3／日（日最大）うち四日市市9,974ｍ3／日 

幹 線 管 渠 延 長 39,360ｍ  うち四日市南部幹線1,100ｍ、楠幹線4,950ｍ 

事 業 費 約1,330億円 

事 業 年 度 昭和62年度～令和8年度 



                                                             

         

ⅩⅢ‐18 

四日市市単独公共下水道事業計画  
(事業主体……四日市市) 
● 日永処理区事業計画 

 

ポンプ場施設数  
(公共下水道施設、都市下水路施設、一般排水路施設等) 

区  分 箇所数 
用  途  別（台） 能    力（ｍ3／分） 

汚  水 雨  水 汚  水  雨  水 

中継ポンプ場 

小規模中継ポンプ場 

合流改善用滞水池 

雨水ポンプ場 

地下ポンプ場 

雨水貯留施設 

 
 

合       計 

 4 

 10 

 3 

22 

22 

 10 

  

71 

15 

28 

 4 

― 

― 

― 

 

47 

 19 

  2 

 ― 

 98 

 35 

 23 

  

177 

290.14 

113.98 

  7.20 

― 

― 

― 

  

411.32 

 3,435.17 

    79.40 

― 

23,529.66 

   608.93 

   152.99 

 
 

27,806.15 

（令和 7年 3月 31日現在）

計 画 面 積 3,371.34 ha 

計 画 人 口 133,449人 

計 画 汚 水 量 72,299ｍ3／日（日最大） 

幹 線 管 渠 延 長 91,010ｍ   

事 業 費 約2,622億円 

事 業 年 度 昭和30年度～令和8年度 



                                                          

       

 

ⅩⅢ‐19 

 

農業集落排水事業 
 

農業用用排水の水質保全及び農村生活環境の改善を図るため、農業集落排水事業を実施している。水

沢東部地区は平成 27年４月、和無田地区は平成 27年９月にそれぞれ供用開始したことで、計画してい

た 12地区の整備を全て完了した。 

生活排水処理施設整備計画に基づき、県地区における農業集落排水処理施設を近接する北部沿岸流域

下水道へ接続することに伴い、県地区の浄化センター及び処理区域を廃止した。 

● 水洗化の状況 

年 度 地 区 
処理可能

人  口 

処理可能

戸  数 

水洗化 

人 口 

水洗化 

戸 数 

未水洗化

人 口 

水洗化率 
【対人口】 

（％） 

令和６ 

 

県 R3.4公共下水道へ接続 

小牧南 340 147 340 147 0 100.0 

狭 間 163 64 163 64 0 100.0 

水沢東 293 118 293 118 0 100.0 

水沢野田 190 71 190 71 0 100.0 

堂ヶ山 337 125 337 125 0 100.0 

北小松 371 138 359 130 12 96.8 

鹿 間 579 250 567 242 12 97.9 

水沢中部 1,628 599 1,518 553 110 93.2 

小 西 685 263 633 238 52 92.4 

水沢東部 595 243 509 207 86 85.5 

和無田 305 122 274 107 31 89.8 

計 5,486 2,140 5,183 2,002 303 94.5 

※ 処理区域内戸数は、空き家を含めた加入戸数 

 

● 生活保護世帯下水道接続工事費補助制度 

 

 

 

 

 

※  生活保護世帯へ工事費用500,000円を上限として補助する制度。 

 補助対象建築物の所有者であること。 

年 度 件 数 補助金額(円) 

令和４ 0    0  

令和５ 0    0 

令和６ 0    0 

 

 

 



                                                          

        

ⅩⅢ‐20 

生活排水施設 
 

● コミニティ・プラント整備事業 

  生活排水の水質保全及び生活環境の改善を図り、併せて公共用水域の水質保全に寄与するため、生

活排水対策の一つとしてコミニティ・プラント整備事業を実施した。小牧地区については平成 9 年 6

月から供用開始をし、神前地区については、平成 13 年 6 月から一部地区（曽井町、寺方町、高角町

の一部）の供用を開始し、平成 15年 4月からは、全地域の供用を開始している。 

 
● 水洗化の状況 

年 度 地 区 
処理可能

人  口 

処理可能

戸  数 

水洗化 

人 口 

水洗化 

戸 数 

未水洗化

人 口 

水洗化率 
【対人口】 

（％） 

令和６ 

小 牧 795 319 768 308 27 96.6 

神 前 2,649 1,042 2,557 1,006 92 96.5 

計 3,444 1,361 3,325 1,314 119 96.5 

※ 処理可能戸数は、現況の水洗化戸数に未接続戸数（空地を除く）を加えた戸数 

 

● 合併処理浄化槽設置補助事業 

  本市では、生活排水対策の一環として合併処理浄化槽を普及促進するために、昭和 63 年度から下

水道認可区域外で補助事業を開始した｡平成 5 年度から市の単独補助により下水道計画区域内も対象

としていたが、平成 25年度からは国補助区域に改正した。 

  この補助制度による令和６年度の設置基数は 121基で、補助金額が 30,995千円、昭和 63年度から

令和６年度までの合計は設置基数が 16,520基で、補助金額が 6,929,675千円となっている。 

 

● 補助基数、補助額の推移 

年度 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6  

基数 

(市単) 

214 

(3) 

121 

(4) 

155 

(3) 

151 

(14) 

173 

(11) 

123 

(11) 

138 

(11) 

121 

(9) 

 

補助額 

(市単) 

63,630 

(630) 

40,080 

(870) 

41,760 

(660) 

44,190 

(3,210) 

40,664 

(2,190) 

23,125 

(2,390) 

36,796 

(2,194) 

30,995 

(1,926) 

 

                                              単位 基数：基・補助額：千円 


